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陳
独
秀
の
儒
教
批
判
に
つ
い
て
の
再
検
討

紅

は
じ
め
に

　
　
　
　
ユ
　

　
陳
独
善
（
一
八
七
九
－
一
九
四
二
）
が
行
っ
た
儒
教
批
判
は
、
一
九
一
五
年
か
ら
始
ま
る
新
文
化
運
動
の
中
で
最
も
重
要
な
出
来
事
で

あ
っ
た
。
一
時
、
「
打
倒
里
家
店
」
は
新
文
化
運
動
の
代
名
詞
に
も
な
っ
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
ま
で
の
陳
降
雨
研
究
の

な
か
で
、
陳
独
秀
の
儒
教
批
判
の
思
想
史
的
意
義
は
必
ず
し
も
正
確
に
位
置
づ
け
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
儒
教
批
判
が
全
面
的
に

「
反
伝
統
」
だ
と
い
う
の
が
大
方
の
見
方
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
横
山
宏
章
氏
は
「
陳
独
秀
の
伝
統
思
想
の
否
定
が
極
め
て
非
妥
協
的
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

全
面
排
斥
の
観
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
、
李
壁
厚
氏
は
「
徹
底
的
に
固
有
の
伝
統
を
す
て
て
、
全
般
的
に
西
方
の
文
化
を
輸
入
し
よ
う
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

た
こ
と
は
、
新
文
化
運
動
の
基
本
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
つ
と
く
に
林
畢
生
氏
は
『
中
国
の
思
想
的
危
機
』
の
中
で
、
陳

独
秀
の
（
魯
迅
、
胡
適
を
含
む
）
儒
教
批
判
は
、
五
四
新
文
化
運
動
に
現
れ
た
「
総
体
論
的
」
（
松
山
松
野
氏
の
訳
、
原
文
↓
o
琶
鼓
8
、

中
国
語
で
は
「
全
盤
性
地
」
あ
る
い
は
「
整
体
薄
地
」
）
反
伝
統
主
義
傾
向
の
重
要
な
内
容
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
、
そ
の
上
で
、
反
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

統
主
義
の
思
考
様
式
は
思
想
を
根
本
と
す
る
一
元
論
（
ぎ
け
巴
①
o
ε
魯
巴
。
、
つ
ま
り
思
想
優
先
論
）
だ
、
と
し
て
い
る
。

　
以
上
の
理
論
は
⊥
見
一
理
が
あ
る
よ
う
が
、
実
は
儒
教
批
判
と
（
全
面
的
に
）
反
伝
統
と
を
同
一
視
す
る
論
理
、
と
く
に
儒
教
倫
理
批

判
と
「
総
体
論
的
」
反
伝
統
と
を
同
一
視
す
る
林
氏
の
論
点
に
は
い
く
つ
か
の
根
本
的
あ
る
い
は
論
理
的
な
誤
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
林
氏
は
陳
独
秀
（
胡
適
、
魯
迅
を
含
む
）
の
儒
教
倫
理
批
判
を
総
体
論
的
反
伝
統
と
同
一
視
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
陳

一
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独
秀
ら
の
儒
教
批
判
の
真
意
を
推
察
し
て
い
な
い
う
え
に
、
中
国
の
歴
史
に
対
す
る
誤
っ
た
認
識
に
基
づ
く
見
方
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
軍
糧
秀
の
儒
教
批
判
の
軒
先
は
、
当
時
の
時
弊
だ
っ
た
孔
子
教
の
国
教
化
傾
向
に
照
準
を
あ
わ
せ
て
い
た
以
外
に
、
中
国
の
「
伝
統
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
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化
」
で
も
な
く
、
儒
教
教
義
全
体
で
も
な
く
、
儒
教
「
倫
理
」
だ
け
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
は
見
過
ご
せ
な
い
。
陳
薄
墨
は
そ
の
儒
教
倫

理
批
判
を
「
最
後
の
覚
悟
」
と
よ
び
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
西
洋
文
明
が
わ
が
国
に
輸
入
さ
れ
て
か
ら
、
最
初
に
我
々
を
悟
ら
せ
た
の
は
学
術
で
あ
り
、
比
べ
て
み
る
と
ひ
ど
ぐ
見
劣
り
が
し
て
、

　
　
全
国
に
知
れ
わ
た
っ
た
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
次
は
政
治
で
あ
り
、
近
年
来
の
政
治
に
は
既
に
見
直
せ
な
い
欠
陥
が
現
れ
て
き
た
。
昔

　
　
か
ら
今
ま
で
、
我
が
国
民
が
疑
っ
て
も
決
め
ら
れ
な
い
も
の
は
、
当
に
倫
理
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
を
悟
ら
な
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
前

　
　
の
い
わ
ゆ
る
覚
悟
と
は
、
徹
底
的
な
覚
悟
と
い
え
ず
、
ま
た
胱
惚
に
し
て
迷
い
の
境
界
に
い
る
よ
う
で
あ
る
。
我
が
敢
え
て
断
言
す

　
　
れ
ば
、
倫
理
の
覚
悟
は
、
我
々
の
最
後
の
覚
悟
の
最
後
の
覚
悟
で
あ
ろ
う
。
（
敬
ん
で
青
年
に
告
げ
る
）

　
儒
教
（
倫
理
）
に
対
す
る
批
判
を
「
最
後
の
覚
悟
の
最
後
の
覚
悟
」
と
位
置
づ
け
た
こ
と
か
ら
、
倫
理
の
儒
教
に
お
け
る
位
置
と
思
想

史
に
お
け
る
儒
教
批
判
の
意
義
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
言
い
替
え
れ
ば
、
そ
め
「
最
後
の
最
後
」
の
意
味
を
理
解
し

な
け
れ
ば
、
儒
教
批
判
の
意
義
を
正
確
に
認
識
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
林
氏
は
、
陳
独
秀
の
儒
教
批
判
を
始
め
と
す
る
総

体
論
的
反
伝
統
主
義
は
一
種
の
思
想
優
先
論
で
あ
る
と
し
、
新
し
い
規
範
や
価
値
観
を
つ
か
む
こ
と
に
よ
っ
て
伝
統
を
破
壊
せ
よ
と
い
う

要
求
が
涌
い
て
く
る
、
と
決
め
つ
け
た
。
つ
ま
り
、
思
想
文
化
の
変
革
に
よ
っ
て
中
国
の
問
題
を
解
決
す
る
と
い
う
思
想
と
文
化
の
変
革

を
優
先
さ
せ
る
理
論
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
よ
う
な
理
論
は
中
国
伝
統
文
化
に
根
源
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
一
般
的
に
言
え
ば
、
中
国
の
知
識
人
は
中
国
伝
統
文
化
、
と
く
に
儒
家
の
教
え
に
基
づ
き
、
天
下
を
「
治
」
「
平
」
す
る
理
想
を
も
ち
、

政
治
に
強
く
関
心
を
も
っ
て
お
り
、
実
際
の
政
治
活
動
に
参
与
し
、
そ
れ
に
影
響
を
与
え
よ
う
と
す
る
人
が
多
か
っ
た
。
思
想
文
化
を
優

先
す
る
理
論
は
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
に
影
響
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
林
氏
の
理
論
は
ま
ず
、
新
文
化
運
動
の
最
初
の
方

針
を
無
視
し
て
い
る
。
新
文
化
運
動
の
初
期
、
陳
皇
軍
は
政
治
問
題
に
触
れ
な
い
と
宣
言
し
た
。
　
『
新
青
年
』
編
集
部
員
の
間
の
有
名
な

「
二
十
年
政
治
を
談
ぜ
ず
」
と
い
う
約
束
で
あ
る
。
　
『
青
年
雑
誌
』
が
創
刊
し
た
と
き
、
あ
る
読
者
が
編
集
部
に
投
書
し
て
、
陳
独
秀
に

「
壽
安
会
」
（
帝
政
運
動
の
組
織
機
園
）
の
活
動
に
対
す
る
評
論
を
求
め
た
。
陳
独
言
の
回
答
は
「
青
年
の
思
想
を
改
造
し
、
青
年
の
修

養
を
輔
導
す
る
の
が
、
本
雑
誌
の
天
職
で
あ
る
。
時
政
を
批
判
す
る
の
は
、
そ
の
旨
で
は
な
い
」
と
答
え
た
。
（
「
通
信
」
、
新
青
年
一

一
5
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巻
一
号
）
つ
ま
り
、
新
文
化
運
動
の
初
期
、
陳
独
尊
は
「
青
年
の
思
想
を
改
造
し
、
青
年
の
修
養
を
輔
導
す
る
」
こ
と
、
言
い
替
え
れ
ば

人
々
の
新
思
想
新
観
念
の
樹
立
と
い
う
「
啓
蒙
」
の
面
を
重
視
し
て
、
儒
教
批
判
は
も
ち
ろ
ん
、
時
政
批
判
も
念
頭
に
な
か
っ
た
。
新
観

念
新
思
想
の
樹
立
に
専
念
し
て
、
　
『
新
青
年
』
創
刊
以
来
最
初
の
儒
教
批
判
文
章
「
一
九
一
六
年
目
発
表
ま
で
の
半
年
の
間
、
陳
独
秀
は

東
西
文
化
比
較
や
、
西
洋
文
学
（
特
に
フ
ラ
ン
ス
文
学
）
を
紹
介
し
「
科
学
」
「
民
主
」
の
宣
伝
に
精
を
出
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
孔
子

教
国
教
化
運
動
が
益
々
激
し
く
な
っ
た
こ
と
に
と
も
な
っ
て
、
末
野
秀
は
半
年
間
の
実
践
を
通
じ
て
、
中
国
で
は
古
い
伝
統
の
本
体
と
最

後
の
精
神
防
衛
線
で
あ
る
儒
教
倫
理
を
批
判
し
な
け
れ
ば
新
し
い
文
化
文
明
の
展
開
、
新
思
想
新
観
念
の
樹
立
は
あ
り
え
な
い
と
い
う

「
最
後
の
覚
悟
」
を
抱
い
て
、
は
じ
め
て
儒
教
批
判
を
発
動
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
儒
教
批
判
は
「
思
想
文
化
優
先
論
」
に
由
来

す
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
「
啓
蒙
」
の
過
程
か
ら
儒
教
批
判
の
重
要
性
が
知
ら
さ
れ
て
そ
れ
に
応
じ
て
実
践
し
た
の
で
あ
る
。

　
故
に
、
本
稿
で
は
陳
独
秀
の
儒
教
批
判
の
意
義
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
陳
独
秀
の
儒
教
批
判
の
真
意
、
と
く
に
「
最
後
の

最
後
」
と
言
わ
れ
る
「
倫
理
の
覚
悟
」
の
重
要
性
と
切
実
性
を
再
検
討
す
る
。

一
、
本
体
の
批
判

一
5
7「

　
倫
理
批
判
は
儒
教
の
本
体
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
儒
教
は
一
種
の
倫
理
哲
学
で
あ
り
、
綱
常
倫
理
は
儒
教
の
哲
学
本
体
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
儒
教
は
三
綱
五
常
と
い
う
一
定
社
会
（
中
国
古
代
家
族
社
会
い
わ
ば
封
建
社
会
）
の
基
本
原
則
（
家
族

社
会
を
規
範
と
す
る
倫
理
道
徳
）
を
、
す
べ
て
の
社
会
で
も
適
用
し
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
関
係
人
間
関
係
に
通
用
す
る
普
遍
原
則
と
し
た
に

と
ど
ま
ら
ず
、
天
地
宇
宙
の
生
成
運
動
の
基
本
原
理
と
万
事
万
物
の
本
原
と
い
う
「
天
理
」
に
も
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
綱
常
倫
理
が
儒
教
の
本
体
で
あ
る
問
題
に
つ
い
て
、
近
年
来
学
者
た
ち
は
よ
く
言
及
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
八
十
年

も
前
に
陳
独
秀
は
す
で
に
深
く
認
識
し
て
い
た
。

　
　
孔
子
の
道
は
、
倫
理
政
治
忠
孝
を
も
っ
て
一
貫
と
す
る
。
こ
れ
は
そ
の
大
本
で
あ
り
、
他
は
全
部
枝
葉
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
復
辟
と
尊
孔
）

　
　
儒
者
三
綱
の
説
は
吾
が
倫
理
政
治
の
大
原
で
あ
り
、
…
（
吾
人
の
最
後
の
覚
悟
）



　
　
孔
教
問
題
は
憲
法
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
だ
げ
で
な
く
、
我
々
の
実
際
生
活
及
び
倫
理
問
題
の
根
本
問
題
で
も
あ
る
。

　
　
　
…
倫
理
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
、
則
ち
学
術
問
題
は
み
な
大
し
た
問
題
で
は
な
く
な
る
。
一
時
的
に
旧
き
を
捨
て
て
新
し

　
　
き
を
謀
っ
て
も
、
根
本
思
想
を
未
だ
変
更
し
な
け
れ
ば
、
す
ぐ
に
も
ふ
た
た
び
旧
き
に
戻
る
の
が
、
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
額
田
の
精
華
は
髄
質
と
古
い
、
わ
が
国
の
倫
理
政
治
の
根
本
で
あ
る
。
そ
の
存
廃
は
わ
が
国
に
お
い
て
早
急
に
解
決
す
べ
き
問
題
で

　
　
あ
り
、
国
体
憲
法
問
題
の
前
に
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
憲
法
と
孔
教
）

　
こ
こ
で
、
倫
理
問
題
は
中
国
古
代
社
会
に
お
い
て
政
治
の
「
大
本
」
、
「
大
原
」
、
社
会
秩
序
の
根
拠
、
思
想
な
い
し
家
庭
生
活
の
根

本
と
さ
れ
て
来
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
こ
れ
は
学
術
問
題
な
ど
よ
り
ず
っ
と
重
要
で
あ
る
と
明
言
し
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
中
国

古
代
社
会
の
政
治
は
、
「
倫
理
政
治
」
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
た
。
陳
独
秀
は
ま
た
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
孔
子
は
封
建
時
代
に
成
長
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
提
唱
す
る
と
こ
ろ
の
道
徳
は
、
封
建
時
代
の
道
徳
で
あ
る
。
そ
の
言
い
伝
え
る
と

　
　
こ
ろ
の
礼
教
、
つ
ま
り
生
活
状
態
は
、
封
建
時
代
の
礼
教
で
あ
り
、
封
建
時
代
の
生
活
状
態
で
あ
る
。
そ
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
政

　
　
治
は
、
封
建
時
代
の
政
治
で
あ
る
。
…
儒
家
の
言
う
に
は
、
社
会
道
徳
と
生
活
は
、
礼
よ
り
大
き
な
も
の
が
な
く
、
古
代
政
治

　
　
は
、
刑
よ
り
重
い
も
の
が
な
い
、
と
。
し
か
し
、
「
曲
礼
」
の
い
う
に
は
、
「
礼
は
庶
人
に
下
ら
ず
、
刑
は
大
夫
に
上
ら
ず
」
と
。
こ

　
　
れ
は
孔
子
の
道
及
び
封
建
時
代
の
精
神
を
示
す
証
明
で
は
な
い
か
。
（
孔
子
の
道
と
現
代
生
活
）

　
　
孔
教
は
わ
が
国
の
精
粋
で
あ
り
、
数
千
年
来
の
社
会
心
理
及
び
政
治
に
最
も
主
な
影
響
を
与
え
て
き
た
、
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
た
び
常
乃
悪
に
答
え
る
1
孔
教
と
家
庭
）

　
儒
教
倫
理
道
徳
は
漢
の
韓
国
期
以
来
、
封
建
社
会
の
時
代
精
神
に
な
り
、
中
国
人
全
体
の
社
会
的
宗
教
（
国
教
）
の
役
割
を
果
た
し
て

き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
故
に
、
陳
独
秀
は
、
儒
教
倫
理
に
対
す
る
批
判
は
中
国
古
代
封
建
社
会
の
「
道
」
「
本
」
に
対
す
る
破
壊

で
あ
り
、
倫
理
道
徳
批
判
を
し
な
け
れ
ば
、
「
現
代
」
社
会
の
根
本
ル
ー
ル
（
憲
法
、
法
制
な
ど
）
、
民
主
自
由
観
念
、
価
値
観
な
ど
は

成
り
立
た
な
い
、
特
に
、
民
主
自
由
の
共
和
制
度
は
儒
教
倫
理
観
の
上
で
は
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
中
国
古
代
社
会
に
お
い
て
、
儒
者
階
層
（
あ
る
い
は
儒
教
の
学
者
と
実
践
者
）
は
文
化
を
独
占
し
て
い
た
。
倫
理
を

核
心
と
主
体
と
し
た
儒
教
文
化
の
主
な
特
徴
の
一
つ
は
、
儒
家
の
教
え
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
の
知
識
や
思
想
を
包
容
し
て
い
る
と
い

う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
　
「
然
ら
ば
則
ち
学
者
は
何
を
以
て
群
疑
を
釈
す
か
。
之
を
『
系
辞
』
に
基
づ
き
て
、
以
て
そ
の
原
を
窮
む
。
之
を

「
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『
大
極
図
』
に
合
せ
て
、
以
て
そ
の
纏
を
尽
く
す
。
之
を
『
経
世
』
に
参
す
れ
ば
、
以
て
そ
の
変
を
極
む
。
之
を
『
馬
料
』
に
考
え
て
、

以
て
そ
の
化
を
知
る
。
之
を
晦
翁
の
語
に
終
え
て
、
以
て
そ
の
前
を
会
せ
ば
、
則
ち
造
化
の
意
、
言
象
数
等
我
に
在
る
。
な
ん
ぞ
必
ず
し

も
傍
ら
に
捜
し
て
博
く
採
り
、
以
て
物
を
玩
び
て
志
を
喪
わ
ん
や
」
（
蓼
景
淳
・
広
古
今
議
論
参
巻
一
）
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
陳

独
秀
の
儒
教
倫
理
の
批
判
は
、
ま
た
儒
教
倫
理
の
本
体
三
役
割
り
を
暴
露
し
た
。

　
　
忠
、
孝
、
貞
操
は
、
中
国
固
有
の
旧
道
徳
で
あ
り
、
中
国
の
礼
教
（
祭
祀
、
孝
行
を
教
え
る
こ
と
、
男
女
の
区
別
は
礼
教
の
大
き
な

　
　
精
神
）
、
綱
常
、
風
俗
、
政
治
、
法
律
は
み
な
そ
の
三
つ
の
も
の
か
ら
演
繹
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
の
虚
偽
（
葬
礼
は
最
も
ひ

　
　
ど
い
）
、
利
己
、
公
共
心
の
欠
如
、
平
等
観
は
、
こ
の
三
つ
の
も
の
に
よ
っ
て
助
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
人
の
分
裂
的
生
活

　
　
（
男
女
関
係
は
最
も
ひ
ど
い
）
、
偏
っ
た
現
象
（
君
主
の
臣
下
に
対
す
る
絶
対
権
、
政
府
官
吏
の
人
民
に
対
す
る
絶
対
権
、
父
母
の

　
　
子
女
に
対
す
る
絶
対
権
、
夫
の
妻
に
対
し
男
の
女
に
対
す
る
絶
対
権
、
主
人
の
奴
隷
に
対
す
る
絶
対
権
）
、
一
方
的
不
当
な
圧
迫
、

　
　
一
方
的
盲
従
と
い
う
社
会
は
、
こ
の
三
つ
の
道
徳
に
よ
っ
て
教
訓
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
歴
史
上
、
現
社
会
の
様
々

　
　
な
悲
惨
さ
と
不
安
状
態
は
、
こ
の
三
つ
の
道
徳
が
害
を
為
し
た
結
果
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
（
調
和
論
の
旧
道
徳
）

　
や
や
過
激
な
批
判
と
み
ら
れ
る
が
、
儒
教
倫
理
を
本
体
と
す
る
政
治
構
造
、
社
会
支
配
原
理
と
社
会
原
則
の
実
態
を
よ
く
さ
ば
い
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
儒
教
倫
理
の
神
聖
か
つ
正
統
的
外
装
を
剥
す
と
、
儒
教
倫
理
は
中
国
文
化
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
の
一
部

分
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
歴
史
上
に
お
い
て
中
国
の
文
明
を
評
論
す
れ
ば
、
そ
れ
は
世
界
文
明
の
一
部
分
で
あ
り
、
そ
の
全
体
で
は
な
い
。
儒
家
は
ま
た
中
国

　
　
文
明
の
一
部
分
で
あ
り
、
そ
の
全
体
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
君
道
臣
節
、
名
四
綱
常
は
儒
家
の
主
要
部
分
で
あ
り
、
そ
の
全
体
で
は

　
　
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
再
び
東
方
雑
誌
記
者
に
質
問
す
る
）

　
次
に
、
儒
教
倫
理
は
そ
も
そ
も
中
国
思
想
史
に
お
い
て
一
流
派
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
漢
の
武
帝
期
に
国
教
化
さ
れ
、
宋
儒
た
ち
に
よ
っ

て
神
聖
化
さ
れ
た
。

　
　
尊
卑
貴
賎
の
分
別
は
、
三
綱
五
常
説
の
起
源
で
あ
っ
た
。

　
　
そ
の
よ
う
な
尊
卑
を
分
け
て
貴
賎
を
明
ら
か
に
す
る
階
級
制
度
は
、
す
な
わ
ち
宗
法
社
会
封
建
時
代
の
必
然
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ

　
　
れ
を
儒
家
だ
け
の
罪
に
す
る
必
要
が
な
く
、
さ
ら
に
必
ず
し
も
原
始
春
方
に
そ
れ
が
な
か
っ
た
と
隠
す
必
要
も
な
い
。
私
は
思
う
に
、
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儒
教
は
漢
宋
二
つ
の
時
代
の
進
化
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
綱
常
の
名
目
を
定
め
て
か
ら
、
始
め
て
完
全
な
る
系
統
を
も
つ
倫
理
学
説

　
　
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
孔
教
の
特
色
で
あ
り
、
中
国
特
有
の
文
明
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
憲
法
と
孔
教
）

　
も
ち
ろ
ん
、
善
教
儒
家
は
伝
統
文
明
の
一
部
分
で
あ
り
《
封
建
文
化
の
主
要
部
分
に
も
さ
れ
た
経
歴
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
中
の
優
れ

た
も
の
、
精
華
を
肯
定
し
そ
れ
を
継
承
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
陳
独
秀
も
認
め
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
、

あ
る
い
は
そ
れ
の
前
提
と
し
て
、
儒
教
倫
理
の
今
ま
で
の
中
国
民
衆
に
対
す
る
心
理
的
支
配
、
中
国
民
族
に
も
た
ら
し
た
害
毒
、
「
現
代

社
会
生
活
」
の
建
設
に
対
す
る
障
害
に
直
面
し
、
そ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
孔
学
の
優
れ
た
点
に
つ
い
て
、
私
は
未
だ
か
つ
て
心
服
し
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
漢
の
武
帝
以
来
、
学
問
は
一
尊
を
た
っ

　
　
と
び
、
百
家
は
廃
絶
さ
れ
、
吾
が
民
族
の
聡
明
は
こ
れ
に
よ
っ
て
禁
固
さ
れ
た
。
そ
の
悪
い
と
こ
ろ
は
未
だ
解
か
れ
て
い
な
い
。
ま

　
　
た
、
孔
子
が
は
じ
め
て
述
べ
た
儒
教
の
階
級
綱
常
の
倫
理
説
は
、
神
州
を
封
鎖
し
て
い
た
。
こ
の
二
つ
は
、
近
世
の
自
由
平
等
の
新

　
　
し
い
思
潮
に
明
ら
か
に
逆
ら
う
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
再
び
常
乃
惑
に
答
え
る
i
古
文
と
孔
廟
）

　
　
（
儒
教
）
倫
理
学
説
は
、
今
の
世
界
で
行
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
宗
法
封
建
時
代
に
お
い
て
は
誠
に
名
産
で
あ
っ
た
。
我
々
の
満
足

　
　
で
き
な
い
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
が
現
代
社
会
に
適
し
え
な
い
倫
理
学
説
で
あ
り
、
も
し
も
今
日
の
人
心
を
支
配
し
た
ら
、
文
明
改
新
の

　
　
大
障
害
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
再
び
命
順
華
に
答
え
る
1
孔
教
）

　
故
に
、
薄
白
生
憎
た
ち
の
い
っ
た
雪
幕
秀
（
胡
適
、
魯
迅
）
た
ち
の
儒
教
批
判
が
h
総
体
論
的
」
あ
る
い
は
「
全
面
的
」
「
徹
底
的
」

反
伝
統
で
あ
る
と
い
う
説
は
、
儒
教
倫
理
を
儒
教
全
体
な
い
し
中
華
伝
統
文
化
そ
の
も
の
と
し
、
さ
ら
に
中
華
民
族
の
民
族
特
徴
（
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
と
し
た
う
え
で
の
立
論
で
あ
り
、
こ
れ
は
正
に
当
時
陳
独
秀
に
よ
っ
て
強
く
批
判
さ
れ
た
儒
家
綱
常
倫
理
の
中
華
文
化

本
体
論
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。

「
6
0｝

二
、
倫
理
批
判
と
東
西
文
化
の
衝
突

　
陳
独
秀
の
儒
教
（
倫
理
）
批
判
は
、
「
総
体
論
的
」
反
伝
統
で
は
な
い
が
、
近
代
史
上
中
西
文
化
の
衝
突
の
中
で
の
最
後
の
衝
突
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
十
九
世
紀
以
来
の
西
洋
文
化
の
侵
入
に
至
っ
て
、
儒
教
倫
理
綱
常
は
常
に
中
国
正
統
（
あ
る
い
は
伝
統
）
文
化
の
最
後
の



防
衛
線
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。

　
十
九
世
紀
中
期
か
ら
、
西
洋
文
化
が
中
国
に
侵
入
し
て
き
た
時
、
儒
教
は
東
洋
文
明
の
正
統
と
し
て
全
面
的
な
抵
抗
を
示
し
た
。
帝
国

主
義
の
軍
艦
と
商
品
の
前
で
、
そ
の
よ
う
な
抵
抗
は
無
駄
だ
と
分
か
る
と
、
儒
教
倫
理
の
本
体
論
と
「
体
用
論
」
に
基
づ
い
て
、
「
船
堅

砲
利
」
の
西
洋
の
物
質
文
明
（
用
）
を
利
用
し
て
西
洋
文
明
に
対
抗
す
る
方
法
を
採
用
し
た
。
し
か
し
、
日
清
戦
争
の
空
前
の
敗
北
は
、

実
際
の
と
こ
ろ
「
体
用
分
離
論
」
式
の
抵
抗
法
の
敗
北
で
あ
っ
た
。
日
清
戦
争
の
前
の
中
国
人
は
、
朝
野
謡
わ
ず
、
強
力
な
陸
海
軍
を
建

設
さ
え
す
れ
ば
、
西
洋
の
侵
略
う
少
な
く
と
も
「
小
日
本
」
に
勝
て
る
だ
ろ
う
と
確
信
し
て
い
た
。
し
か
し
、
中
国
の
敗
北
は
、
少
な
く

と
も
中
国
人
に
次
の
よ
う
な
ご
と
を
悟
ら
ぜ
た
。
中
国
の
敗
因
は
物
質
上
の
「
船
不
興
砲
不
利
」
で
は
な
く
、
精
神
上
の
不
振
、
科
学
技

術
及
び
政
治
制
度
と
い
う
「
西
政
」
、
「
西
窓
」
な
い
し
「
西
芸
」
の
不
備
（
張
之
洞
語
）
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
十
九
世
紀
末
本
世
紀
始

め
の
「
中
体
西
翠
論
」
が
脚
光
を
浴
び
た
の
で
あ
る
。
　
＝
つ
は
新
旧
を
兼
ね
て
学
ぶ
こ
と
だ
。
四
書
、
五
経
、
中
国
史
事
、
政
書
、
地

図
は
旧
学
で
あ
り
、
西
下
、
西
藝
、
西
史
は
新
学
で
あ
る
。
旧
学
を
体
と
し
、
新
学
を
用
と
し
、
偏
っ
て
廃
し
て
は
い
け
な
い
」
（
張
之

洞
『
勧
学
篇
』
「
設
学
第
三
」
）
。

　
以
上
の
各
段
階
に
お
い
て
、
儒
教
倫
理
は
常
に
中
国
文
化
の
本
体
と
核
心
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
そ
も
そ
も
、
儒
教
は
伝
統
文
化
に

お
い
て
正
統
的
地
位
を
占
め
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
読
書
人
は
、
儒
教
著
作
を
勉
強
し
儒
教
倫
理
綱
常
を
体
験
実
践
し
て
身
に
つ

け
れ
ば
、
天
地
宇
宙
間
の
万
事
万
物
を
認
識
で
き
、
他
の
書
物
や
文
化
は
全
部
余
計
な
も
の
だ
と
確
信
し
て
い
た
。
前
掲
の
蓼
景
淳
の
こ

と
ば
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
全
面
抵
抗
の
段
階
に
お
い
て
、
頑
固
派
は
西
洋
の
も
の
は
よ
く
て
も
「
奇
技
畢
生
」
で
あ
り
、
人

心
を
乱
し
三
綱
五
常
の
人
倫
道
徳
を
壊
す
ば
か
り
と
し
て
い
た
。

　
阿
片
戦
争
以
後
、
特
に
太
平
天
国
の
時
、
外
国
の
「
船
堅
砲
利
」
を
し
み
じ
み
感
じ
て
「
洋
銃
洋
砲
」
を
も
利
用
し
て
内
乱
を
平
定
し

た
が
、
西
洋
文
明
に
対
し
て
「
夷
の
長
技
を
師
に
し
て
以
て
夷
を
制
す
」
（
魏
源
「
海
国
図
師
」
）
と
い
う
態
度
を
と
っ
て
い
た
。
そ
の
時

の
儒
教
倫
理
は
「
蓋
し
万
世
不
変
と
は
、
孔
子
の
道
な
り
」
（
王
鞘
「
易
言
蹟
」
）
と
い
っ
た
地
位
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
洋
務
派
の
態
度

は
「
中
国
の
早
耳
聖
教
を
以
て
根
本
と
し
、
そ
れ
を
諸
外
国
の
富
強
の
術
に
よ
る
の
は
、
い
っ
そ
う
善
の
善
な
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
」
（
漏
桂
券
「
西
学
を
採
る
の
議
」
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
特
徴
は
主
に
「
道
」
と
「
器
」
論
の
流
行
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
西
洋
の
工
芸
技
術
は
あ
く
ま
で
も
国
を
富
強
さ
せ
る
「
器
」
で
あ
り
、
根
本
的
な
も
の
で
は
な
い
。
中
国
の
根
本
は
「
道
」
で
あ
り
、
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そ
の
基
本
内
容
は
や
は
り
「
倫
常
名
教
」
で
あ
っ
た
。
　
「
西
人
の
器
数
の
学
を
取
っ
て
吾
が
勢
門
禺
湯
文
武
巴
瓦
の
道
を
登
る
」
（
醇
福

成
「
壽
用
雛
議
・
変
法
」
）
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
日
清
戦
争
後
、
失
敗
の
教
訓
か
ら
、
張
之
洞
の
「
中
体
西
田
」
論
が
生
み
出
さ
れ
た
。
こ
こ
で
の
「
中
体
」
は
、
日
清
戦
争
の
惨
敗
に

表
面
上
の
反
省
を
し
既
に
前
述
の
改
革
派
の
規
定
し
て
い
た
内
包
か
ら
多
く
後
退
し
た
。
維
新
派
の
述
べ
た
中
国
の
「
道
」
「
元
」
の
内

包
は
「
中
国
の
雑
題
は
泰
西
に
学
ば
な
い
が
、
道
徳
、
学
問
、
制
度
、
文
章
は
則
ち
歴
然
と
し
て
万
国
の
上
に
出
る
」
（
郡
作
舟
「
危
言
・

訳
書
」
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
「
道
徳
、
学
問
、
制
度
、
文
章
」
を
含
む
な
ら
ば
、
張
之
洞
の
言
っ
た
「
体
」
は
儒
教
倫
理
綱
常
だ
け
を
指

す
。
　
「
変
わ
ら
ざ
る
も
の
は
、
倫
紀
で
あ
り
、
法
制
で
は
な
い
。
聖
道
は
器
械
で
は
な
く
、
心
術
は
工
芸
で
は
な
い
。
≒
い
わ
ゆ
る
道
、

本
と
は
、
三
綱
四
維
で
あ
る
」
。
張
裏
洞
か
ら
見
れ
ば
、
西
洋
の
強
さ
は
、
工
芸
技
術
と
い
う
「
西
藝
」
に
あ
る
だ
け
で
な
く
、
政
治
経

済
の
体
制
（
西
田
、
西
史
）
に
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ゆ
え
に
、
西
藝
西
政
西
史
と
呼
ば
れ
る
政
治
経
済
乃
至
文
化
の
一
般
部
分
を
中

国
に
導
入
し
て
も
よ
ろ
し
い
。
た
だ
し
、
そ
の
導
入
の
前
提
は
「
道
」
「
本
」
、
つ
ま
り
「
三
綱
五
常
」
を
理
念
と
す
る
封
建
専
制
を
壊
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
張
之
洞
は
「
修
史
」
に
言
及
し
た
が
、
そ
れ
は
中
国
の
史
学
伝
統
上
「
資
治
」
の
た
め
の
歴
史
の

こ
と
で
、
彼
は
一
言
も
現
実
中
の
西
洋
の
思
想
文
化
つ
ま
り
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
方
面
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
身

心
を
治
め
る
こ
と
な
ら
ば
、
そ
れ
は
中
学
の
得
意
技
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
中
学
は
心
身
を
治
め
、
王
学
は
世
事
に
応
ず
る
」
（
勧
学
篇
・

四
通
第
十
三
）
と
い
う
。
そ
の
内
容
は
、
「
聖
人
の
心
を
心
と
し
、
聖
人
の
行
を
行
と
し
、
孝
弟
忠
信
を
以
て
徳
と
な
し
、
主
を
尊
び
民

を
庇
う
こ
と
を
以
て
政
を
為
す
」
（
同
上
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
き
ほ
ど
、
倫
理
道
徳
は
儒
教
哲
学
乃
至
思
想
体
系
の
本
体
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
前
述
の
維
新
派
や
洋
務
派
た
ち
の
理

論
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
そ
の
本
体
構
造
に
忠
実
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
究
極
の
所
、
三
綱
五
常
は
孔
子
思
想

儒
教
の
核
心
で
あ
り
、
儒
教
は
中
国
の
正
統
文
化
で
あ
る
。
西
洋
の
物
質
文
明
（
乃
至
一
部
分
の
制
度
体
制
）
は
そ
の
長
所
が
あ
っ
た
と

認
め
る
。
し
か
し
倫
理
道
徳
つ
ま
り
心
身
を
治
め
る
点
に
お
い
て
は
、
他
の
学
問
乃
至
文
化
が
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国

（
な
い
し
）
中
華
民
族
特
有
の
文
化
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
西
洋
文
明
に
対
抗
す
る
の
に
際
し
て
、
儒
教
倫
理
は
、
儒
教
（
倫
理
）
哲
学
の
推
論
法
に
沿
っ
て
、
イ
コ
ー
ル
中
国
伝

統
文
化
の
精
華
、
イ
コ
ー
ル
中
華
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
風
に
再
度
神
聖
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
陳
独
秀
が
批
判
し
た
康
有
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為
な
ど
の
孔
子
教
を
国
教
化
す
る
傾
向
も
、
そ
の
よ
う
な
神
聖
化
さ
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
発
す
る
と
み
ら
れ
る
。

　
陳
独
秀
の
批
判
は
ま
ず
儒
教
倫
理
は
現
代
社
会
の
基
本
原
理
と
主
要
原
則
と
合
わ
な
い
と
こ
ろ
が
ら
始
ま
る
。
陳
独
勝
は
倫
理
道
徳
そ

の
も
の
に
対
し
て
否
定
的
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
「
潅
山
逸
民
に
答
え
る
」
（
道
徳
問
題
）
手
紙
の
中
で
、
「
旧
道
徳
は
今
の
世
界
に
合
わ

な
い
と
い
う
あ
な
た
様
の
論
調
に
私
も
賛
同
で
き
ま
す
。
た
だ
道
徳
そ
の
も
の
を
根
本
か
ら
否
定
す
る
の
は
、
私
の
賛
成
で
き
な
い
と
こ

ろ
で
す
。
蓋
し
道
徳
と
は
、
時
代
に
し
た
が
っ
て
変
遷
す
べ
き
も
の
で
す
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
「
忠
孝
節
義
」
は
封
建
社
会
特
有
の
も

の
で
あ
り
、
中
国
文
化
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
儒
教
倫
理
の
本
質
を
現
し
た
。
　
「
温
良
恭
倹
譲
信
義
廉
恥
諸
徳
は
、
世
界
の
実
践
道
徳
家

た
ち
の
と
も
に
尊
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
を
固
有
の
も
の
と
自
ら
自
慢
し
て
は
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
（
憲
法
と
孔
教
）

　
陳
独
秀
の
儒
教
批
判
は
道
徳
倫
理
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
儒
教
の
基
本
原
理
と
学
術
伝
統
を
否
定
す
る
こ
と

で
も
な
い
。
　
「
示
教
は
国
家
の
精
粋
の
一
つ
で
あ
り
、
数
千
年
来
の
社
会
心
理
及
び
政
治
に
最
も
影
響
を
与
え
て
お
り
、
当
時
の
社
会
の

名
物
で
あ
る
こ
と
は
、
す
べ
て
わ
れ
わ
れ
は
絶
対
に
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
研
究
は
、
聖
教
は

果
た
し
て
今
の
世
界
に
有
益
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
。
も
し
果
た
し
て
実
行
で
き
今
日
の
社
会
に
有
益
で
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
数
千
年
の

国
の
精
粋
は
ど
う
し
て
訳
も
な
く
捨
て
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
」
。
（
四
た
び
常
々
恵
に
答
え
る
一
塩
教
と
家
庭
）
つ
ま
り
、
批
判

す
べ
き
な
の
は
、
儒
教
倫
理
綱
常
を
神
聖
化
す
る
伝
統
で
あ
り
、
国
教
化
す
る
風
潮
で
あ
る
。
た
だ
し
、
儒
教
は
「
学
術
の
一
種
に
過
ぎ

な
い
」
　
（
「
東
方
雑
誌
」
の
記
者
に
対
す
る
質
問
）
、
「
そ
の
説
は
豊
実
で
情
理
に
近
い
。
そ
の
忠
を
教
え
、
孝
を
教
え
、
従
を
教
え
る
の

は
、
も
し
そ
れ
が
実
行
者
の
自
動
的
な
行
為
で
あ
れ
ば
、
今
の
世
界
に
お
い
て
善
い
制
度
と
い
え
な
い
も
の
の
、
悪
い
も
の
で
も
な
い
」

（
随
感
録
）
と
い
う
一
面
も
あ
る
。
こ
う
し
て
、
言
々
秀
は
儒
教
批
判
を
そ
の
先
頭
と
し
て
、
儒
教
倫
理
を
中
国
伝
統
文
明
そ
の
も
の
と

す
る
論
理
に
対
し
て
批
判
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
東
方
雑
誌
記
者
に
対
す
る
質
問
」
と
い
う
文
章
の
中
で
、
以
下
の
理
論
に
対
し

て
批
判
し
た
。

　
　
中
国
は
周
、
孔
以
来
、
儒
家
で
統
一
さ
れ
、
思
想
界
で
は
未
だ
異
説
を
独
創
す
る
も
の
を
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
わ
が

　
　
国
の
文
明
、
す
な
わ
ち
わ
が
国
の
基
礎
で
あ
る
。
西
洋
の
学
説
を
輸
入
し
て
か
ら
、
思
想
は
自
由
に
な
っ
て
、
吾
が
精
神
界
の
中
で
、

　
　
様
々
な
膨
大
か
つ
煩
雑
な
思
想
は
互
い
に
攻
撃
し
合
い
、
つ
い
に
国
の
基
礎
を
喪
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
精
神
界
の
破
産
と
い
え

　
　
よ
う
。
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陳
独
秀
の
批
判
は
多
方
面
に
わ
た
っ
て
展
開
す
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
儒
教
（
倫
理
）
学
説
は
、
中
国
文
化
の
一
部
分
で
あ
り
、
学

術
で
い
え
ば
そ
の
一
種
に
過
ぎ
な
い
。
中
国
の
固
有
文
明
は
儒
教
に
よ
る
統
一
が
な
く
て
も
、
混
乱
か
つ
矛
盾
状
態
に
落
ち
る
こ
と
は
な

い
。
儒
教
倫
理
を
文
明
お
よ
び
国
家
の
基
礎
と
す
る
こ
と
は
、
時
代
に
遅
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
守
っ
て
保
存
し
て
い
っ
て
も
、

中
華
民
族
は
二
十
世
紀
に
お
い
て
生
存
し
発
展
し
て
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
陳
独
秀
の
儒
教
批
判
の
目
的
と
動
機
を
伺
う

こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
陳
独
秀
が
東
西
文
化
衝
突
の
歴
史
を
反
省
し
て
、
ま
た
彼
の
言
っ
た
「
現
代
社
会
生
活
」
観
を
参

照
し
て
の
批
判
で
あ
り
、
中
国
の
変
革
に
お
け
る
最
後
の
変
革
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
が
儒
教
倫
理
綱
常
に
対
す
る
批
判
を

「
最
後
の
覚
悟
」
と
い
っ
た
所
以
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
阿
片
戦
争
以
来
の
中
国
近
代
史
は
、
西
洋
の
文
化
が
徐
々
に
中
国
に
侵
入
し
て
く
る
歴
史
で
あ
っ
た
が
、
中
国
側
か

ら
み
れ
ば
、
中
国
が
漸
く
「
近
代
化
（
西
洋
化
）
」
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
る
。
前
述
の
中
国
思
想
界
の
西
洋
文
化
に
対
す
る
反
応

も
、
全
面
抵
抗
か
ら
洋
極
悪
新
派
の
「
中
体
中
用
」
論
ま
で
進
ん
で
（
後
退
）
き
た
。
　
「
中
体
中
用
」
論
の
究
極
の
所
は
、
す
な
わ
ち

「
現
代
社
会
生
活
」
は
西
洋
文
明
と
は
関
係
な
く
、
中
国
古
代
社
会
の
「
道
」
「
体
」
を
西
洋
の
「
西
藝
」
「
西
里
」
な
い
し
「
西
学
」

「
西
史
」
で
飾
る
こ
と
に
よ
っ
て
創
設
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
道
体
」
は
時
空
に
よ
っ
て
外
延
が
い
く
ら
縮
小
し
て
き
て
も
、
内

包
の
核
心
部
分
の
「
綱
常
倫
理
」
、
す
な
わ
ち
封
建
専
制
の
政
治
制
度
と
家
庭
本
位
の
社
会
秩
序
は
不
変
恒
常
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で

あ
る
。

　
害
意
秀
の
儒
教
批
判
は
こ
の
よ
う
な
「
中
体
制
用
ト
の
理
論
怪
物
に
対
す
る
最
後
の
批
判
で
あ
り
、
東
洋
文
化
の
防
衛
線
に
対
す
る
最

後
の
一
撃
で
あ
っ
た
。
一
歩
進
ん
で
い
え
ば
、
「
綱
常
倫
理
」
は
あ
る
意
味
で
は
、
中
国
伝
統
文
化
そ
の
も
の
あ
る
い
は
核
心
と
言
う
よ

り
も
、
儒
者
達
の
伝
統
的
心
理
上
の
最
後
の
防
衛
線
と
も
い
え
る
。
ゆ
え
に
、
綱
常
倫
理
批
判
は
一
八
四
〇
年
以
来
の
西
洋
文
明
と
中
国

の
固
有
文
明
と
の
衝
突
の
最
後
の
、
最
も
本
質
的
な
衝
突
と
も
い
え
る
。
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三
、
儒
教
的
政
治
近
代
化
論
の
批
判

陳
郭
雀
は
、
「
中
古
西
用
」
式
の
儒
教
倫
理
本
体
論
や
儒
教
文
化
中
心
論
を
徹
底
的
に
批
判
し
つ
つ
、
当
時
に
流
行
し
て
い
た
儒
教
的



政
治
近
代
化
論
を
も
批
判
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
儒
教
的
政
治
近
代
化
論
は
、
「
中
体
躯
用
」
論
の
変
種
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
「
中
体
西
用
」
論
は
、
三
綱
五
常

は
儒
教
の
本
体
、
中
国
文
化
の
中
心
で
あ
り
、
西
洋
の
物
質
文
明
は
発
達
し
て
い
る
と
認
め
る
が
、
精
神
や
人
心
の
教
化
に
お
い
て
は
ま

だ
名
教
綱
常
に
及
ば
な
い
と
鼓
吹
し
て
い
た
。
魯
迅
の
『
阿
Q
正
伝
』
に
椰
楡
さ
れ
た
「
精
神
勝
利
法
」
は
ま
さ
に
そ
の
理
論
の
大
衆
的

表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
は
現
実
中
に
よ
う
や
く
通
じ
な
く
な
っ
て
、
ま
た
陳
撃
手
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
有
志
の
中
国
人
に
も

批
判
さ
れ
て
、
だ
ん
だ
ん
流
行
ら
な
く
な
っ
て
き
た
。
そ
う
す
る
と
、
儒
教
的
政
治
近
代
化
論
が
次
第
に
脚
光
を
浴
び
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
「
（
儒
教
の
）
道
徳
、
学
問
、
制
度
、
文
章
は
則
ち
歴
然
と
し
て
万
国
の
上
に
出
る
」
（
怪
異
舟
「
危
言
6
訳
書
」
）
と
い
う
よ
う
な
理

論
が
、
新
し
い
文
明
文
化
の
波
状
的
な
攻
撃
に
よ
っ
て
、
徹
底
的
に
否
定
さ
れ
る
危
険
に
面
し
た
と
き
、
旧
理
論
の
擁
護
者
は
往
々
と
し

て
そ
の
儒
教
の
旧
理
論
に
新
た
な
解
釈
を
施
す
。
儒
教
的
政
治
近
代
化
論
は
、
そ
の
試
み
の
産
物
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
儒
教
の
既

成
理
論
の
中
に
も
近
代
化
的
要
素
を
帯
び
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
西
洋
の
民
主
自
由
の
政
治
理
論
は
、
そ
も
そ
も
儒
家
聖
人
賢
者
の
教
え

に
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
全
く
異
質
の
新
し
い
理
論
を
旧
理
論
の
枠
の
中
に
入
れ
る
こ
と
で
旧
理
論
の
破
滅
を
救
お
う
と
し

た
だ
け
で
な
く
、
中
国
近
代
化
の
道
も
新
た
な
（
解
釈
を
施
さ
れ
た
）
聖
人
賢
者
の
教
え
に
よ
っ
て
開
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
陳
独
秀

は
こ
の
よ
う
な
や
り
方
を
「
馬
を
覆
う
に
虎
の
皮
を
以
て
し
、
湯
を
換
え
て
も
薬
を
換
え
な
い
」
と
皮
肉
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
国
粋
論
者
に
は
三
つ
の
流
派
が
あ
る
。
第
一
派
は
欧
州
の
外
来
の
学
問
は
、
中
国
の
聖
人
の
道
に
及
ば
な
い
と
考
え
る
が
、
こ
の
派

　
　
の
人
々
は
最
も
愚
昧
で
相
手
に
し
な
く
て
も
よ
い
。
第
二
派
は
欧
州
の
学
は
よ
い
の
は
よ
い
の
だ
が
晶
相
が
中
国
の
固
有
の
学
術
を

　
　
ま
ず
尊
重
し
て
学
び
、
必
ず
し
も
自
分
の
も
の
を
捨
て
て
他
人
の
も
の
に
従
う
必
要
が
な
い
と
考
え
る
。
…

　
　
第
三
派
は
、
欧
州
の
学
問
は
吾
が
中
国
に
す
べ
て
備
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
…
例
え
ば
、
い
ま
妄
想
す
る
人
が
い
て
、
や
や

　
　
も
す
れ
ば
『
大
学
』
の
「
冥
妄
、
食
寡
、
為
疾
、
用
醤
」
－
の
説
を
挙
げ
て
、
こ
れ
は
孔
子
の
経
済
学
で
は
な
い
か
と
言
う
。
し
か
し
、

　
　
近
世
の
経
済
学
説
は
、
「
分
配
論
」
が
重
要
な
地
位
を
占
め
、
　
『
大
学
』
な
ど
囁
か
れ
た
こ
と
も
な
い
。
　
「
生
産
論
」
や
「
消
費
論
」

　
　
な
ど
は
、
労
力
と
時
間
問
題
を
論
ず
る
に
ま
た
原
則
が
多
く
て
複
雑
で
、
「
生
直
、
食
寡
、
為
疾
、
用
野
」
の
よ
う
な
簡
単
な
理
論

　
　
で
は
包
括
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
包
括
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
「
生
産
過
剰
」
の
原
則
に
も
容
れ
ら
れ
な
い
。
も
し
こ
れ
を
も
つ

　
　
て
経
済
学
と
す
れ
ば
『
鼠
舞
』
に
よ
っ
て
解
剖
学
を
論
じ
、
　
『
内
経
』
に
よ
っ
て
病
理
を
論
じ
、
．
『
墨
経
』
に
よ
っ
て
理
化
を
論
じ
、
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『
毛
詩
』
　
『
楚
詞
』
に
よ
っ
て
動
物
植
物
を
論
じ
る
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
か
。
　
　
　
　
　
　
（
随
感
録
・
学
術
と
国
粋
）

　
『
難
経
』
『
内
学
』
は
二
千
年
前
の
中
国
の
医
書
で
あ
る
。
　
『
白
塗
』
は
春
秋
戦
国
期
諸
子
百
家
の
一
家
で
あ
っ
た
『
墨
子
』
の
こ
と

で
、
中
に
は
二
千
年
以
前
の
人
の
一
般
の
自
然
現
象
に
関
す
る
記
載
や
器
械
、
城
の
作
り
方
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
遠
寺
楚
詞
は
や
は

り
何
千
年
も
前
の
古
人
の
文
学
作
品
で
あ
る
が
、
中
に
は
多
く
の
動
、
植
物
に
関
す
る
描
写
が
み
ら
れ
る
。
粛
軍
秀
は
そ
れ
で
も
っ
て
儒

教
的
近
代
化
論
を
風
刺
し
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
現
代
共
和
制
度
の
基
礎
で
あ
る
民
主
主
義
に
対
し
て
も
、
儒
者
ら
に
は
次
の
よ
う
な
解

釈
が
あ
っ
た
。

　
　
記
者
は
共
和
政
体
は
、
必
ず
し
も
固
有
の
文
明
と
相
入
れ
ら
れ
な
い
と
思
う
が
、
明
視
民
草
、
民
貴
君
軽
な
ど
は
、
古
代
か
ら
の
政

　
　
治
原
理
で
、
も
と
も
と
民
主
主
義
を
基
礎
に
し
て
い
た
。
政
体
は
か
わ
っ
て
も
政
治
原
理
は
か
わ
ら
な
い
は
ず
だ
。
故
に
君
道
臣
節

　
　
名
教
綱
常
を
基
礎
と
す
る
固
有
文
明
を
現
代
の
国
体
と
融
通
し
合
わ
せ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
文
明
を
統
合
し
整
備
す
る
こ
と
に
な
る
の

　
　
で
は
な
い
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
量
質
泉
「
新
青
年
雑
誌
の
記
者
の
質
問
に
答
え
る
」
東
方
雑
誌
第
十
五
巻
第
十
二
号
）

　
こ
れ
に
対
し
て
、
陳
独
秀
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

　
　
西
洋
の
民
主
主
義
（
U
Φ
日
o
o
冨
。
団
）
は
則
ち
人
民
を
主
体
と
し
、
リ
ン
カ
ー
ン
の
い
う
「
民
に
由
る
（
し
d
く
b
Φ
o
巳
Φ
）
」
で
あ
り

　
　
「
民
の
為
（
「
O
『
b
①
O
巨
Φ
）
」
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
民
視
民
設
、
民
貴
君
軽
」
、
い
わ
ゆ
る
「
民
を
邦
の
本
と
為
す
」
と
は
、

　
　
君
主
の
首
固
（
す
な
わ
ち
君
主
の
祖
先
が
遺
し
て
き
た
家
産
）
を
本
位
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
…
根
本
上
か
ら
国
民
の
人
格
を

　
　
取
り
消
す
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
人
民
を
主
体
と
し
、
民
主
主
義
に
よ
る
民
主
制
度
と
は
、
絶
対
に
同
じ
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
再
び
東
方
雑
誌
の
記
者
に
質
問
す
る
）

　
陳
独
秀
は
新
し
い
共
和
政
体
、
民
主
主
義
政
治
、
つ
ま
り
中
国
の
新
し
い
政
治
秩
序
、
　
（
彼
の
言
葉
で
言
え
ば
）
「
現
代
社
会
生
活
」

は
旧
倫
理
道
徳
の
基
礎
の
上
に
立
て
て
は
い
け
な
い
し
、
立
て
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
と
強
く
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
「
民
視
民
聴
、

民
貴
君
軽
」
は
、
民
を
重
視
す
る
が
、
「
民
の
為
」
で
あ
り
、
民
衆
を
主
体
と
す
る
現
代
民
主
主
義
の
原
則
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
君

主
の
立
場
か
ら
発
す
る
も
の
で
、
君
主
専
制
制
度
を
守
る
の
を
出
発
点
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
陳
独
秀
は
同
じ
批
判
法
で
民
権
自
由
立
憲
共
和
を
儒
教
の
功
利
主
義
と
同
一
視
し
、
西
洋
文
明
に
君
臣
礼
教
の
倫
理
観
念
が
な
い
な
ど

の
論
点
に
つ
い
て
も
詳
し
く
分
析
し
た
上
で
批
判
し
た
。
と
に
か
く
、
儒
教
的
政
治
近
代
化
論
の
批
判
を
通
じ
て
、
陳
独
秀
は
儒
教
の
綱
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常
倫
理
と
い
っ
た
道
徳
的
心
性
工
失
（
内
聖
）
か
ら
、
「
現
代
社
会
生
活
」
（
外
王
）
の
道
を
開
け
な
い
、
ま
し
て
「
現
代
社
会
生
活
」

「
外
王
」
、
つ
ま
り
儒
教
の
理
想
社
会
よ
り
も
時
代
が
進
ん
で
い
る
の
で
な
お
さ
ら
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

は

お
わ
り
に

　
本
論
は
三
節
に
分
け
て
陳
薄
霞
の
儒
教
批
判
に
つ
い
て
、
そ
の
真
意
や
内
実
お
よ
び
文
化
的
、
政
治
的
影
響
を
考
察
し
て
き
た
。
こ
れ

を
通
じ
て
、
陳
独
秀
の
儒
教
批
判
は
「
総
体
論
的
」
あ
る
い
は
「
全
面
的
」
「
徹
底
的
」
に
中
国
の
「
伝
統
」
に
反
対
す
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
陳
独
身
の
儒
教
批
判
の
意
義
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
、
そ
の
儒
教
批
判
は
な
ぜ
「
総
体

論
的
」
「
全
面
的
」
「
徹
底
的
」
な
反
伝
統
だ
と
ま
で
言
わ
れ
て
き
た
の
か
。
あ
る
い
は
陳
単
玉
の
儒
教
批
判
の
真
意
と
内
実
が
な
ぜ
人
々

に
誤
解
さ
れ
や
す
か
っ
た
の
か
。

　
二
千
年
来
、
儒
教
は
色
々
な
人
に
様
々
な
角
度
か
ら
批
判
さ
れ
て
き
た
が
、
陳
独
秀
の
儒
教
批
判
が
は
じ
め
て
の
本
格
的
な
儒
教
批
判

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
く
に
、
倫
理
批
判
が
儒
教
の
本
体
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
儒
教
批
判
は
い
か
に

儒
教
の
急
所
に
ふ
れ
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
表
面
上
に
と
ど
ま
っ
た
に
す
ぎ
な
い
か
が
わ
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
陳
独
秀
の
儒
教
批
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

は
、
戴
震
や
諜
嗣
同
の
批
判
に
比
べ
る
と
、
そ
の
憤
怒
と
激
し
さ
で
は
及
ば
な
い
。
し
か
し
、
身
震
と
課
嗣
同
の
批
判
は
た
だ
表
面
的
感

情
的
に
儒
教
の
「
殺
人
」
や
「
酷
さ
」
を
強
調
す
る
に
と
ど
ま
り
、
儒
教
の
綱
常
倫
理
の
本
体
部
分
に
触
れ
て
い
な
い
の
で
、
誰
に
も
彼

ら
の
批
判
が
「
総
体
論
的
」
「
全
面
的
」
と
言
わ
れ
な
い
で
い
る
。

　
次
に
、
心
墨
秀
の
儒
教
批
判
は
、
第
二
節
に
述
べ
た
よ
う
に
近
代
史
上
中
西
文
化
の
衝
突
の
中
で
の
最
後
の
一
撃
で
あ
っ
た
。
そ
の
最

後
の
一
撃
は
、
二
千
年
来
儒
教
の
呪
い
に
精
神
的
に
支
配
さ
れ
て
き
た
中
国
人
に
、
と
く
に
知
識
人
に
与
え
た
心
理
的
影
響
が
大
き
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
新
し
い
中
国
の
局
面
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
人
々
の
心
の
中
に
、
こ
の
新
し
い
局
面
が
西
洋
文
明
文
化
に

向
か
っ
て
開
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
儒
教
批
判
を
は
じ
め
と
す
る
新
文
化
運
動
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
印
象
が
強
か
っ
た
と
思

　
　
（
1
1
）

わ
れ
る
。
ま
た
、
儒
教
州
政
治
近
代
化
理
論
に
対
す
る
批
判
は
、
伝
統
的
儒
教
の
要
素
を
足
場
に
し
た
ま
ま
で
は
「
現
代
社
会
生
活
」
を

た
て
ら
れ
な
い
こ
と
を
宣
言
し
た
。
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陳
独
秀
の
儒
教
批
判
の
意
義
は
さ
ら
に
ま
た
、
儒
教
批
判
を
通
じ
て
私
達
に
中
国
の
近
代
化
問
題
に
つ
い
て
の
重
要
な
理
論
方
法
を
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

供
し
て
く
れ
た
こ
と
に
も
あ
る
。
陳
独
秀
が
示
し
た
理
論
方
法
は
二
つ
あ
る
。
ま
ず
前
述
の
よ
う
に
、
儒
家
文
化
は
中
国
文
化
の
ご
く
一

回
分
で
あ
り
、
そ
の
全
体
で
は
な
く
、
儒
教
倫
理
い
わ
ゆ
る
「
君
道
臣
節
罫
引
綱
常
」
も
儒
家
文
化
の
一
部
分
で
あ
り
、
そ
の
全
体
で
は

な
い
、
と
い
う
分
離
法
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
儒
教
倫
理
の
中
国
文
化
に
お
け
る
真
実
の
地
位
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
も
う

一
つ
の
、
最
も
重
要
な
方
法
論
は
、
「
社
会
生
活
」
、
つ
ま
り
社
会
文
明
文
化
を
現
代
と
古
代
に
分
け
る
と
い
う
時
代
劇
異
論
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
東
洋
の
文
化
文
明
を
西
洋
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
あ
っ
て
、
様
々
な
差
異
が
あ
る
こ
と
は
認
め
る
。
し
か

し
、
東
西
文
明
文
化
差
異
の
実
質
を
探
れ
ば
、
結
論
は
両
者
の
差
異
の
実
質
は
、
民
族
性
で
も
な
け
れ
ば
、
人
種
性
で
も
な
く
、
時
代
の

距
離
だ
と
い
う
こ
と
に
至
る
。

　
　
近
世
文
明
は
、
東
洋
と
西
洋
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
東
洋
文
明
を
代
表
す
る
の
は
、
イ
ン
ド
で
あ
り
、
中
国
で
あ
る
。

　
　
こ
の
二
つ
の
文
明
は
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
大
体
同
じ
く
、
そ
の
質
と
量
は
と
も
に
古
代
文
明
の
既
成
格
式
を
脱
せ
ず
、
「
近

　
　
世
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
も
、
実
際
は
古
代
の
遺
物
み
た
い
な
も
の
で
あ
る
。
　
「
近
世
文
明
」
と
い
え
る
も
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の

　
　
特
有
の
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
西
洋
文
明
で
あ
り
、
ま
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
」
と
も
い
う
の
で
あ
る
。
（
フ
ラ
ン
ス
人
と
近
世
文
明
）

　
換
言
す
れ
ば
、
違
う
地
域
の
文
化
は
、
も
し
同
じ
歴
史
発
展
段
階
に
在
れ
ば
そ
の
特
徴
は
同
じ
で
、
そ
の
区
別
は
本
質
的
で
は
な
い
。

逆
に
、
違
う
歴
史
発
展
段
階
に
在
る
文
化
の
差
異
は
、
東
方
西
方
の
地
理
、
民
族
、
種
族
の
と
い
う
次
元
の
問
題
で
は
な
く
、
「
自
主
的
」

と
「
奴
隷
的
」
、
「
進
歩
的
」
と
「
保
守
的
」
、
「
進
取
的
」
と
「
退
隠
的
」
、
「
世
界
的
」
と
「
鎖
国
的
」
、
「
実
利
的
」
と
「
虚
文
的
」
、

「
科
学
的
」
と
「
想
像
的
」
（
敬
ん
で
青
年
に
告
げ
る
）
の
問
題
に
な
り
、
前
者
は
「
新
鮮
活
発
」
、
後
者
は
「
陳
腐
朽
敗
」
と
い
う
調
和

で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
方
法
論
は
よ
く
進
化
論
か
ら
生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
実
際
の
所
、
儒
教
批
判
か
ら
と
み
ら
れ
る
。
陳
独
秀
は
こ
の
よ
う
な
方

法
論
を
駆
使
し
て
、
中
国
近
代
史
上
最
大
の
悩
み
、
つ
ま
り
西
洋
の
文
明
が
中
国
に
侵
入
し
て
き
た
時
に
際
し
て
、
中
国
は
如
何
に
対
応

す
べ
き
か
に
つ
い
て
未
曽
有
の
答
案
を
出
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
個
人
や
社
会
に
利
益
を
も
た
ら
さ
な
い
も
の
は
み
な
虚
し
い
飾
り
も
の
で
あ
り
、
人
騙
し
で
あ
る
。
人
を
騙
す
も
の
な
ら
ば
、
た
と

　
・
え
祖
先
の
遺
し
て
く
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
聖
人
賢
者
の
教
え
、
政
府
の
提
唱
す
る
と
こ
ろ
、
社
会
の
尊
ぶ
と
こ
ろ
で
も
、
す
べ
て
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一
文
の
価
値
も
な
い
。
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
ん
で
青
年
に
告
げ
る
）

　
　
わ
が
国
の
人
は
蒙
昧
時
代
を
脱
し
た
く
、
未
開
化
の
民
に
な
り
た
く
な
け
れ
ば
㍉
す
な
わ
ち
急
い
で
追
い
か
け
、
科
学
と
人
権
を
並

　
　
び
に
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
西
民
族
の
根
本
的
思
想
の
差
異
）

　
す
な
わ
ち
、
中
国
は
近
代
文
明
に
入
り
た
け
れ
ば
、
　
（
全
部
で
は
な
く
）
伝
統
文
化
の
中
で
の
時
代
遅
れ
の
も
の
、
人
騙
し
の
も
の
な

ど
を
す
べ
て
放
棄
し
、
先
進
の
科
学
と
民
主
主
義
を
遠
慮
な
く
恥
じ
る
こ
と
な
く
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
日

本
明
治
維
新
時
の
「
脱
亜
入
欧
」
の
論
調
と
も
合
致
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
、
陳
独
坐
は
儒
教
批
判
を
通
し
て

中
国
の
近
代
化
の
方
向
を
も
示
し
た
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
1
）
　
小
論
は
陳
独
秀
に
関
す
る
思
想
史
研
究
シ
リ
ー
ズ
の
二
で
あ
る
。
そ
の
一
の
「
陳
独
男
と
文
学
革
命
一
陳
親
思
研
究
の
序
」
は
『
九
州
中
国
学
会
報
』

　
　
第
三
十
三
巻
に
公
表
し
て
お
り
、
陳
独
秀
の
事
跡
と
中
国
方
面
の
陳
海
膨
評
価
は
そ
の
「
は
じ
め
に
」
と
「
注
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
筆
者
は

　
　
「
陳
独
秀
研
究
関
係
論
文
論
著
目
録
」
（
初
稿
、
『
大
分
県
立
芸
術
文
化
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
三
十
三
巻
所
収
）
を
作
成
し
た
。
な
お
、
本
稿
が
引

　
　
用
し
た
陣
独
創
の
文
章
は
三
巻
本
の
『
陳
独
座
著
作
選
』
　
（
上
海
人
民
出
版
社
一
九
九
三
年
版
）
に
よ
っ
た
。
同
書
か
ら
の
引
用
は
篇
名
の
み
を
記
入

　
　
し
た
。

（
2
）
横
山
宏
章
著
『
陳
独
秀
』
第
三
章
、
朝
日
選
書
一
九
八
三
年
版
。

（
3
）
　
李
沢
厚
著
『
中
国
現
代
思
想
史
論
』
の
「
啓
蒙
与
救
亡
叢
書
重
変
奏
」
、
安
徽
文
芸
出
版
社
一
九
九
四
年
版
。

（
4
）
　
林
健
忘
著
『
中
国
の
思
想
的
危
機
』
、
丸
山
松
幸
、
陳
正
醍
訳
、
合
文
出
版
一
九
入
九
年
版
。
ま
た
、
、
本
書
の
中
国
語
版
の
書
名
は
『
中
国
意
識
的

　
　
危
機
』
、
貴
州
人
民
出
版
社
一
九
八
五
年
版
。

（
5
）
　
こ
れ
は
下
記
の
陳
独
語
が
発
表
し
た
反
儒
教
文
章
の
タ
イ
ト
ル
と
時
期
か
ら
み
て
も
分
か
る
。
　
「
康
有
為
の
総
理
に
致
す
書
を
撚
る
」
（
一
九
一
六

　
　
年
一
〇
月
）
、
「
憲
法
と
三
教
」
（
一
九
一
六
年
十
一
月
）
、
　
「
孔
子
の
道
と
現
代
生
活
」
（
一
九
一
六
年
十
二
月
）
、
　
「
旧
思
想
と
国
体
筒
題
」
（
一
九
一

　
　
七
年
四
月
）
、
　
「
道
徳
の
概
念
お
よ
び
学
説
の
派
別
」
（
一
九
一
七
年
五
月
）
、
・
「
復
辟
と
細
孔
」
（
一
九
一
七
年
八
月
）
お
よ
び
『
独
秀
文
存
』
に
収
め

　
　
ら
れ
て
い
る
「
孔
教
」
に
関
す
る
手
紙
と
『
新
青
年
』
に
載
せ
る
「
随
感
録
」
。

（
6
）
　
た
と
え
ば
、
胡
適
の
儒
教
批
判
は
「
非
孝
」
だ
け
に
集
中
し
て
い
た
。
余
出
時
は
胡
適
の
「
非
孝
」
に
つ
い
て
「
王
朝
、
孔
融
以
来
の
い
わ
ゆ
る

　
　
『
父
の
子
に
於
い
て
、
当
に
な
ん
ぞ
親
あ
ら
ん
や
』
と
い
う
よ
う
な
議
論
に
基
づ
い
た
も
の
だ
」
と
酷
評
し
て
い
る
。
「
五
四
運
動
と
中
国
伝
統
」
、
狂
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栄
祖
編
『
五
四
研
究
論
文
集
』
聯
経
出
版
事
業
公
司
一
九
七
九
年
版
）

（
7
）
　
李
三
章
著
『
中
国
古
代
思
想
史
論
』
　
「
引
明
理
学
片
論
」
と
陳
来
著
『
宋
明
理
学
研
究
』
　
「
引
言
」
及
び
拙
論
「
儒
学
に
お
け
る
天
思
想
」
（
九
州

　
　
中
国
学
会
報
第
三
十
巻
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
8
）
　
竹
内
弘
行
氏
は
儒
教
的
近
代
化
論
を
「
そ
の
目
標
と
内
容
は
、
政
治
の
合
理
化
や
民
生
の
安
定
と
い
っ
た
課
題
に
こ
た
え
て
西
欧
の
宗
教
観
や
歴
史

　
　
観
あ
る
い
は
民
主
主
義
や
議
会
制
度
を
巧
み
に
利
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
と
ら
え
て
い
る
。
（
『
中
国
の
儒
教
的
近
代
化
論
』
　
「
結
論
」
、
三
文

　
　
出
版
一
九
九
五
年
版
）
。

（
9
）
　
か
つ
て
野
村
浩
一
氏
は
、
当
時
の
儒
教
批
判
が
、
（
1
）
歴
史
的
批
判
、
（
2
）
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
（
政
教
分
離
）
に
よ
る
批
判
、
（
3
）
家
族
主
義

　
　
（
孝
順
原
理
）
批
判
、
の
三
本
柱
に
な
っ
て
い
た
、
と
い
っ
た
。
（
『
近
代
中
国
の
思
想
世
界
～
新
青
年
の
群
像
』
、
岩
波
書
店
一
九
九
〇
年
版
）
。
し

　
　
か
し
、
こ
の
捉
え
方
は
ま
た
不
十
分
で
（
1
）
が
初
め
て
の
儒
教
批
判
、
（
2
）
が
孔
教
の
国
教
化
反
対
、
（
3
）
が
主
に
早
算
や
呉
虞
が
行
っ
た
こ
と
、

　
　
と
し
か
捉
え
て
い
な
い
。

（
1
0
）
　
戴
震
は
い
う
、
「
そ
の
い
わ
ゆ
る
理
と
ば
酷
吏
の
い
わ
ゆ
る
法
と
同
じ
。
酷
吏
、
法
を
以
て
人
を
殺
し
、
後
儒
、
理
を
以
て
人
を
殺
す
…
」
（
某

　
　
に
与
え
る
書
）
。
課
嗣
同
は
い
う
、
「
俗
学
随
行
、
や
や
も
す
れ
ば
名
教
を
言
い
、
天
命
の
如
く
喚
ん
で
敢
え
て
准
え
ず
、
国
憲
の
如
く
恐
れ
て
敢
え

　
　
て
議
せ
ず
…
上
、
以
て
そ
の
下
を
制
し
て
、
下
、
之
に
奉
さ
ざ
る
能
わ
ず
。
則
ち
、
数
千
年
来
の
三
綱
五
倫
の
惨
禍
烈
毒
、
こ
れ
に
由
り
て
酷
し
」

　
　
（
仁
学
）
。

（
1
1
）
　
例
え
ば
、
毛
沢
東
は
言
う
、
「
私
は
特
に
胡
適
、
陳
独
秀
の
文
章
を
非
常
に
賛
美
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
私
が
す
で
に
捨
て
た
梁
啓
宿
学
有
為
に
か
わ
っ

　
　
て
、
一
時
期
私
の
模
範
と
な
り
ま
し
た
」
。
（
エ
ド
ガ
ー
・
ス
ノ
ウ
著
『
中
国
の
固
い
星
』
四
「
一
共
産
主
義
者
の
来
歴
」
、
宇
佐
美
誠
次
郎
訳
、
筑

　
　
摩
書
房
一
九
六
六
年
版
。
）

（
1
2
）
　
理
論
方
法
は
中
国
近
代
思
想
史
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
余
英
時
は
胡
適
の
思
想
史
上
の
貢
献
に
つ
い
て
、
す
べ

　
　
て
の
問
題
を
方
法
論
の
問
題
に
転
換
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
（
『
中
国
近
代
思
想
史
上
的
胡
適
』
、
聯
経
出
版
事
業
公
司

　
　
一
九
八
四
年
版
）
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